
 
 

平成１９年度 事業計画書 
（自：平成１９年４月１日  至：平成２０年３月３１日） 

 
【基本方針】 
１． 健全な納税者団体として事業の公益性を高め、会員増強運動を推進し、組織 

の強化拡大を図る。 
 

２． 財団法人全国法人会総連合、東北六県法人会連合、社団法人岩手県法人会連 
合会および関係友誼団体と連絡協調を図るとともに、公益法人としての目的 
達成に必要な事業を実施する。 

 
  ３． 経営の合理化と企業収益を高め、企業の健全な発展を図るため、経営および 
     労務などに関する各種研修会を活発に行う。 
 
  ４． 政務当局との相互信頼を基調とし税務行政の円滑な運営に協力し、納税申告 
     制度の普及発展に寄与する。 
 
  ５． 租税に関する研修を行い、適正公平な税制と租税負担の合理化を図るため、 
     岩手県連、東北六県連、全国法人会総連合を通じて強力な要望を行い、その 
     実現を図る。 
 
  ６． 事業全体の推進には、支部会員の協力と、支部活動の活性化が必要不可欠で 
     ある。広域で活動する団体であることから、各地域固有活動の必要性を鑑み 
     活動への協力と会員拡大を共に推進する。 
 
 
 
【重点項目】 

１． 組織強化 
     財政基盤の確立を図るため、県下の平均加入率を上回る加入率を目指し、各 
     支部単位で目標加入率を掲げ、早期に達成する。 
 
  ２． 研修事業の強化充実 
     法人会の中心事業である研修会、講演会等は、時代のニーズに対応した質的 
     向上を図る。 
 
  ３． 部会活動 
     青年部会、女性部会の一層の充実発展と若手経営者の有意義な部会活動の推 
     進に協力と支援をする。 
 
  ４． 支部活動 
     支部固有の活動のために、活動費を助成し、研修会・会員拡大に活用しても 

らう。 
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  ５． 福利厚生制度の充実 
     法人会が実施している福利厚生制度の推進、会員企業の企業防衛や経営者の 
     福利厚生の充実に大きな役割を果たすと共に、法人会の財政上からも重要な 
     一翼をになっているので、今まで以上に経営者大型総合保障制度、任意労災 
     プラン、がん保険制度、法人会医療保険推進策を講ずるものとする。 
 
     ①経営者大型保障制度 
      経営者や役員、従業員の事故・病気による死亡・入院などを保障します。 
      大きな保障で会社を守る制度として、会員企業のために企画・開発した独 

自の制度です。         （大同生命保険㈱・ＡＩＵ保険会社） 
 

     ②任意労災プラン 
      政府労働保険の上乗せ保障制度で、労災認定を待たずに仕事中や通勤途中 
      の事故による傷害に対して保障する制度です。    （ＡＩＵ険会社） 
 
     ③がん保険制度 
      がんによる入院・死亡などを終身保障します。個人加入だけでなく、企業 
      の従業員福利厚生対策としても利用できる制度です。 
                      （アメリカンファミリー生命保険会社） 
 
     ④法人会医療保険 
      治療保険に重点を置き、割安な保険料で病気やケガに備える保険として、 
      法人会の会員専用に開発された制度です。 
                      （アメリカンファミリー生命保険会社） 
 
 
 
【事業計画細目】 

１． 総務関係 
    ①「公益法人の運営に関する指導監督基準」に基づく運営の適正化 
    ②通常総会の開催 
    ③正副会長会議、正副会長各支部長合同打ち合せ会の開催 
    ④各委員会の会議、各委員会と各部会との合同打ち合せ会開催 
    ⑤関係友誼団体との強調並びに連絡会議に関する事項 
    ⑥表彰・慶弔に関する事項 
    ⑦その他総務に関する事項 
 
  ２． 組織関係 
    ①未加入社に対する加入促進 

②支部組織の強化拡大及び支部活動の充実 
    ③東北税理士会宮古支部との協調に関する事項 

④会員増強運動の推進、新入会員２社以上の会員増強協力者に対しては、 
通常総会の席で表彰する 

    ⑤その他組織の強化に関する事項 
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  ３． 税務関係 



    ①(財)全国法人会連合会、(社)岩手県法人会連合会と呼応しての意見活動の実施 
    ②税制に関するアンケート調査の実施 
    ③税制に関する意見、要望 
    ④全国税制改正要望大会への参加 
    ⑤国税庁の「国税電子申告・納税システム（e-Ｔax）の普及拡大及び利用推進 
      現在、国税当局は e-Ｔaxの普及及び利用拡大に努めており、また、県内金融機

関も「国税の電子納税推進キャンペン」を実施し普及協力を行っている状況で

あり、当会としても公益法人として普及拡大及び利用推進に寄与していきたい。 
      (1) 役員の全法人が開始届出書を提出する。 
      (2) 会員の利用率３０％以上を目指し、インターネットバンキング利用による

電子納税の拡大を促進する。 
    ⑥その他事業に関する事項 
 
  ４． 研修関係 
    ①税務当局を講師とした勉強会（開催地を考慮する） 
    ②公的機関の講師を招いての実務研修会 
    ③労務、経営、健康、一般教養等に関した研修会並びに講演会開催 
    ④その他事業に関する事項 
     
  ５． 厚生関係 
    ①福利厚生連絡協議会・役員懇談会の開催 
    ②法人会の福利厚生制度の普及推進 
    ③その他福利厚生に関する事項 
 
  ６． 地域社会貢献関係 
    ①企業の繁栄と社会への貢献をめざす 
    ②青少年健全育成の推進の強化 
 
  ７． 広報関係 
    ①地方紙等による法人会活動の一般的ＰＲの実施 
    ②会報「法人会報みやこ」の発行と無料配布 
    ③季刊紙（春夏秋冬）「ほうじん」無料配布 
    ④「会員証シール」の無料配布 
    ⑤参考図書等の斡旋 
    ⑥その他広報に必要な事項 
 
  ８． 本会に必要と思われる事業の実施 
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